
山
梨
県
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第
五
百
五
十
五
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
八
五

山
梨
県
公
報

第
五
百
五
十
五
号

令
和
七
年四

月
十
七
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定	

一
八
五

○
手
数
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

一
八
五

公

告

○
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施	

一
八
五

○
換
地
計
画
の
決
定
（
二
件
）	

一
八
六

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

一
八
七

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
号
外
第
十
四
号
中	

一
八
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
字
立
石
三
三
〇
の
九
、
三
三
四
の
七

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
手
数
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
委
託
の
相
手
方
　
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
四
十
七
番
地
　
一
般
財
団
法
人
山
梨
県
交
通
安
全

協
会

二
　
委
託
に
係
る
手
数
料
　
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料

三
　
委
託
の
期
間
　
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
　
　
　
告

◉
　
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
狩
猟
免
許
試
験
等

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

第
一
　
狩
猟
免
許
試
験

一
　
試
験
日
時

1
　
第
一
回
　
令
和
七
年
八
月
二
十
三
日
（
土
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
日
）
（
い
ず
れ
の
日
で

あ
る
か
は
、
申
請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま

で
2
　
第
二
回
　
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
（
土
）
及
び
同
年
二
月
一
日
（
日
）
（
い
ず
れ
の
日
で

あ
る
か
は
、
申
請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま

で

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
和
戸
町
千
三
百
三
番
地
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー

三
　
受
験
資
格
　
法
第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
試
験
科
目

1
　
適
性
試
験
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

2
　
知
識
試
験
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣

並
び
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
知
識

3
　
技
能
試
験
　
猟
具
の
安
全
な
取
扱
い
方
、
瞬
間
的
な
鳥
獣
の
判
別
等

五
　
受
験
手
続

1
　
提
出
書
類
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

㈠
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

環
境
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
狩

猟
免
許
申
請
書

㈡
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
「
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に



山
梨
県
公
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第
五
百
五
十
五
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
七
日

一
八
六

1
　
提
出
書
類
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

㈠
　
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

㈡
　
第
一
の
五
1
㈡
に
掲
げ
る
書
類

㈢
　
第
一
の
五
1
㈢
に
掲
げ
る
書
類

㈣
　
第
一
の
五
1
㈣
に
掲
げ
る
書
類

2
　
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
　
二
千
九
百
円
（
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
二
千
九
百
円
に
相

当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）

3
　
提
出
方
法
　
申
請
書
そ
の
他
の
提
出
書
類
は
、
郵
送
又
は
持
込
に
よ
り
七
の
申
請
書
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
。

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間
　
令
和
七
年
六
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
月
）
ま
で
（
山
梨
県

の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日
の
午

前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同

日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
環
境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
課

第
三
　
問
合
せ
先
　
山
梨
県
森
林
環
境
部
自
然
共
生
推
進
課
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一
五
二
〇
）

又
は
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
穂
足
地
区
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を

縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の

ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
四
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
十
七
日
ま
で

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

あ
っ
て
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し

㈢
　
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
条
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書
（
お
お
む
ね
申
請

前
六
月
以
内
の
も
の
）

㈣
　
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
か
つ
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
つ
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
　
一
枚

2
　
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
　
五
千
二
百
円
（
法
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

三
千
九
百
円
。
狩
猟
免
許
申
請
書
に
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県

収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）

3
　
提
出
方
法
　
申
請
書
そ
の
他
の
提
出
書
類
は
、
郵
送
又
は
持
込
に
よ
り
七
の
申
請
書
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
。

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

1
　
第
一
回
　
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日
（
金
）
ま
で
（
山
梨

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日

の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合

は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

2
　
第
二
回
　
令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
山

梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く

日
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場

合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

3
　
第
一
回
及
び
第
二
回
の
試
験
の
定
員
は
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
名
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合

は
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
申
請
を
受
け
付
け
な
い
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
環
境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
課

第
二
　
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等

一
　
適
性
検
査
の
日
時
及
び
場
所
　
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
に
お

い
て
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
適
性
検
査
の
対
象
者
　
令
和
七
年
九
月
十
四
日
ま
で
有
効
の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
者
で
、
狩
猟

免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
　
適
性
検
査
の
内
容
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

四
　
適
性
検
査
に
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
内
容
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

五
　
申
請
の
手
続



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
七
日

一
八
七

○
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
十
四
号
）
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
（
山
梨
県
職
員

の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

六
二

上

五

五
級

四
級
以
上

六
四
ペ
ー
ジ
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
穂
足
地
区
十
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求

の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
四
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
十
七
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
七
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
向
切
詰
四
百
九
十

一
番
四
、
四
百
九
十
一
番
十
三
か
ら
三
十
五
及
び
五
百
一
番
一
の
一
部
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
中
湖
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
五
百
六
番
地
七
百

四
　
ふ
じ
企
画
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
川
　
和
男

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

　
　
行

　
　
　
　
　
誤

　
　
　
　
　
正

ペ
ー
ジ

段

　
　
行

　
　
　
　
　
誤

　
　
　
　
　
正



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
七
日

一
八
八

別表第四 昇給号給数表(第十六条、第二十条の五関係) 

 イ 行政職給料表七級以下職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

８以上 ６ ４（教育職給

料表㈠の適用

を受ける職員

でその職務の

級が４級であ

るもの又は教

育職給料表㈡

の適用を受け

る職員でその

職務の級が４

級であるもの

にあつては、

３） 

２ ０ 

２以上 １ ０ ０ ０ 

 備考 

１ この表は、第二十条の五の二に規定する職員以外の職員に適用する。 

２ この表に定める上段の号給数は条例第八条第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下

段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

 ロ 行政職給料表八級以上職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

２ １ ０ ０ ０ 

備考 

  この表は、第二十条の五の二に規定する職員に適用する。 

 

別表第四　昇給号給数表（第十六条、第二十条の五関係）


